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所 管 委 員 会 農政建設常任委員会

関 係 案 件 議案第 140号

提  出  課 農村振興課

上越市安塚地域産業振興施設条例の一部改正について

1 改正理由

平成 29年 12月 に焼失 した安塚区樽田地内の雪中貯蔵施設について、新たな施設

で供用を再開す るに当た り、使用料の区分及び額を改めるほか、所要の改正を行 うも

の

2 改正内容

雪を活か した産業振興施設 として、施設の設置 目的を改める。 (第 1条 関係 )

警中貯蔵施設の使用料を改める。 (第 14条、別表関係 )

改正後の第 14条及び別表は、施行の 日以後の利用か ら適用す る。 (附則第 2項

関係 )

改正後の上越市安塚区地域産業振興条例の規定による雪中貯蔵施設の利用に係 る

手続その他必要な行為は、施行の 日前においても行 うことができる。 (附則第 3項

関係 )

(1)

(2)

(3)

(4)

3 施行期 日

令和 3年 3月 31日 までの間において規則で定める日。ただ し、附則第 3項の規定

は公布の 日

4 上越市安塚地域産業振興施設条例改正案新旧対照表

(下線部分及び太枠部分が改正箇所 )

改  正  案 改  正  前

(設置 )

第 1条  多雪地域における環境及び産業の特

性 を活用す るとともに、都市部の住民 との

交流を促進す ることにより、農林業を基盤

とした地域の産業の振興及び地域の活性化

を図 り、もつて市民の所得向上に資す るた

め、地域産業振興施設を設置する。

(使用料及び利用料金 )

第 14条 雪中貯蔵施設について第 12条第

1項の承認を得た者は、別表第 1に定める

料 を利 用 開始前 に納付 しなけれ ばな らな

い。ただ し、市長が特別の理由があると認

めるときは、利用開始後にその全部又は一

部を納付することができる。

使 用

(設置 )

第 1条 安塚区 における環境及び産業の特

性 を活用す るとともに、都市部の住民 との

交流を促進す ることにより、農林業を基盤

とした地域の産業の振興

を図 り、もつて市民の所得向上に資す るた

め、地域産業振興施設を設置する。

(使用料及び利用料金 )

第 14条  雪中貯蔵施設について第 12条第

1項の承認を得た者は、占用する容積 1立

方メー トルにつき 1日 当た り20円 (事 業

者が営利又は営業上の 目的で利用する場合

にあつては、市長が別 に定 め る額 )の使 用

料 を利用 開始前 に納付 しなけれ ばな らな

い。ただ し、市長が特別の理由があると認

めるときは、利用開始後にその全部又は一

部を納付することができる。
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改  正  案 改  正  前

2 略

3 前項の利用料金は、別表第 2に定める額

の範囲内において、指定管理者が市長の承

認 を得て定める額 とする。

別表第 1 第 14条

2

農業生産者 (農業収入 のある者

をい う。)及 び農業生産者で組織

す る団体以外のものが、営利又 は

営業上の 目的で利用す る場合の使

用料 は、定額使用料 の 200パ ー

セン トの額 とする。

市内に住所 を有 しない個人又は

市内に事務所若 しくは事業所 を有

しない団体が使用す る場合の使用

料 は、定額使用料の 200パ ーセ

ン トの額 とする。

備考 1及び備考 2の いずれ にも

該 当す る場合 の使用料 は、定額使

用料 にそれぞれの割合 を乗 じて得

た額 とする。

使用期間が 1月 に満たない とき

の使用料は、 この表 に定める額 を

日割 りで算出 した額 とする。

3

4

備 考

1

施設名 単位 使用料

1パ レ ッ

トにつき

月額

2,750円雪中貯蔵施

設 1カ ゴ台

車につき

月額

1,650円

(追加 )

別表第 2(第 14条関係 )

表 略

2 略

3 前項の利用料金は、別表  に定める額

の範囲内において、指定管理者が市長の承

認を得て定める額 とす る。

別表   (第 14条関係 )

表 略
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所 管 委 員 会 農政建設常任委員会

関 係 案 件 議案第 141号

提  出  課 農村振興課

上越市農村地区多目的集会所条例の一部改正について

1 改正理由

現在、利用を休止 している高住多 目的研修センター及び大出口荘について、供用を

廃止するもの

2 改正内容

(1)高住多 目的研修センター及び大出日荘の供用を廃止する。 (別表第 1、 別表第 2、

別表第 3関係 )

3 施行期 日

令和 3年 4月 1日

4 上越市農村地区多 目的集会所条例改正案新旧姑照表

(太枠部分が改正箇所 )

改  正  案 改  正  前

別表第 1(第 2条関係 )

(削 除)

名 称 位 置

(略 )

和 田地 区 多

目的 研 修 セ

ンター

上 越 市 大 字 石 沢

1751番 ナ也2

高 士 地 区 多

目的 研 修 セ

ンター

上越 市大 宇 北方

1317番 地

(略 )

大 島 若 者 交

流会館

上 越 市 大 島 区 大

平 5137番 地

1

吉 川 旭 地 区

農 業 拠 点 セ

ンター

上 越 市 吉 川 区梶

2448番 地

(略 )

(削除 )

別表第 1(第 2条関係 )

名 称 位 置

(略 )

和 田 地 区 多

目的 研 修 セ

ンター

上 越 市 大 宇 石 沢

1751番 ナ也2

高 住 多 目的

研 修 セ ン タ

上 越 市 大 字 高 住

996番 ナ也 1

高 士 地 区 多

目的 研 修 セ

ンター

上越 市 大 宇 北方

1317番 地

(略 )

大 島 若 者 交

流会館

上 越 市 大 島 区 大

平 5137番 地

1

大出日荘 上 越 市 柿 崎 区東

横 山 207番 地

1

吉 川 旭 地 区

農 業 拠 点 セ

ンター

上 越 市 吉 川 区梶

2448番 地

(略 )
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改  正  案 改  正  前

施設名
上限額 (1時

間につき)

調理実

習室
110円

創作室 110円

囲炉裏

室
110円

大会議

室
280円

中ノ俣

地区多

目的研

修セン

ター

小会議

室
110円

多 目的

ホール
480円

第 1会

議室
110円

110円

岩木多

目的研

修セ ン

ター

第 2会

議室

(略 )

別表第 2( 3条、第 14条関係 )

(削 除 )

備考 略

別表第 3(第 14条関係 )

施設名
使用料 (1時

間につき)

(略 )

和 室 140円

研修室 260円

調理実

習室
190円

多 目的

室
420円

浦川原

里 山地

域活性

化セ ン

ター

屋外多

目的ス

ペース

90円

(削 除 )

別表第 2(第 3条、第 14条関係 )

備考 略

別表第 3(第 14条関係 )

大出 口

荘

大会議

室

施設名
上限額 (1時

間につき)

中ノ俣

地区多

目的研

修セ ン

ター

調理実

習室
110円

創作室 110円

囲炉裏

室
110円

大会議

室
280円

小会議

室
110円

高住多

目的研

修セ ン

ター

和 室 230円

多 目的

ホール
470円

岩木多

目的研

修セ ン

ター

多 目的

ホール
480円

第 1会

議室
110円

第 2会

議室
110円

(略 )

施設名
使用料 (1時

間につき)

(略 )

和 室 140円

研修室 260円

調理実

習室
190円

多 目的

室
420円

浦川原

里山地

域活性

化セ ン

ター

屋外多

目的ス

ペース

90円

調理実

習室
100円

190円
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了

改  正  案 改  正  前

備考 略

談話室 110円

調理実

習室
110円

集会室 110円

110円和 室

吉川旭

地区農

業拠点

セ ンタ

研修室 420円

(略 )

備考 略

小会議

室
100円

吉川旭

地区農

業拠点

センタ

談話室 110円

調理実

習室
110円

集会室 110円

和 室 110円

研修室 420円

(略 )
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所 管 委 員 会 農政建設常任委員会

関 係 案 件 議案第 150号

提  出  課 農村振興課

上越市田舎屋条例の廃止について

1 廃上理由

現在、利用を休止 している安塚区の田舎屋について、供用を廃止するもの

2 施行期 日

令和 3年 4月 1日
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所 管 委 員 会 農政建設常任委員会

関 係 案 件 議案第 119号

提  出  課 農林水産整備課

債務負担行為の補正について

内容

令和 3年度に実施する予定の重)|1排水機場支障物件移転補償工事について、施工時期の平準

化と関連する県施工の黒井藤野新田線整備の進捗を図るため、債務負担行為を設定するもの

1

2 限度額

7,427千円

3 年度ごとの支出予定額

(単位 :千円)

年 度 負担行為額

令和 2年度 0

令和 3年度 7,427

合  計 7,427

4 実施概要等

都市計画道路黒井藤野新田線整備に伴う重川排水機場支障物件移転補償工事

外構移設工事

電気設備移設工事
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重川排水機場支障物件移転補償工事

工事箇所 工事概要

―式外構移設工事
下吉新田

電気設備移設工事  ―式
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